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≪Ⅲ．投入量≫

12

13 総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 45,463 47,561 51,167 47,291

人件費  （ｂ） 千円 4,920 4,920 4,920 4,860

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 千円

市債 千円

財
源
内
訳

国・府支出金 千円

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円 19 19

千円

千円

主
な
事
業
費
内
訳

指定管理料 千円 39,955 39,611

その他維持管理委託料等 千円 588 3,030 6,892 1,330

39,355 41,101

直接実施以外の主な支出先 公益財団法人　堺市就労支援協会

事
業
コ
ス
ト
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項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 40,543 42,641 46,247 42,431

一般財源 千円 40,524 42,622 46,247 42,431

8
事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

本施設を地域を中心としたコミュニティの場として位置づけ、市民の交流の場、憩いの場として運営することで、人
権問題の早期解決を目的に人権啓発事業を進める役割も担っていくものである。また今後は、地域住民が進め
るまちづくり、地域の活性化の一環としての活用も見込まれる。

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

浴場の運営をする中で、人権啓発に向けたパネル展示、健康情報の掲示等に施設を有効活用し、効果的な目的
達成をめざす一方、経費の節減による効率的な管理運営に努める。

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 (     　　　　　　　　　　　 )

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

条例第1条第1項で「住民の保健衛生の向上及び生活環境の改善」を図ることが目的とされており、近隣の地域を
中心に住民の利用を対象として運営されている。その運営の中で、堺市就労支援協会が指定管理者として管理
運営を行うことで、就職困難者を従業員として雇用し、就労訓練機会提供の場として活用されている。

5 事業実施の経緯

共同浴場（布袋湯）は明治36年頃に地域の共同出資により設立され、自らの手によって昭和46年まで経営されてきた。昭和46年12月
に、本施設は、同和対策事業の一環として、地域住民の保健衛生の向上を図るとともに、市民の交流の場、憩いの場としての利用を通
じて人権問題の早期解決を図ることを目的に建て替えられた。当初は堺市の直営施設とされていたが、平成13年度から、運営経費の
削減及び就職困難者の就労機会の拡充を図るため、財団法人堺市就労支援協会（現 公益財団法人堺市就労支援協会）に管理を委
託した。平成18年4月1日からは指定管理者制度を導入しており、現在、公募による選定のうえ同協会を指定管理者に指定し、管理運
営を行っている。

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　　　）

担当部署名 健康福祉 長寿社会 長寿支援 評価責任者（課長名） 羽野

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 昭和 46 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

堺市立共同浴場条例
堺市立共同浴場条例施行規則

4 関連計画

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
一般会計 事務事業分類 E　指定管理者事業

事務事業名 共同浴場運営 シート番号 11-001

基礎点検

終了（予定）年度 ─ 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 1 市民の命を守る健康・医療体制の強化 無


